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行政視察報告書 

 

  本委員会は、所管事務調査として先進地の視察を行いましたので、報告します。 

 

記 

 

１ 実施期間      令和７年１０月９日（木）～令和７年１０月１０日（金） 

          

２ 視察地及び   （１）宮城県富谷市  

調査事項      「子どもの意見を反映する取組について」 

       （２）宮城県石巻市 

          「子どもの意見を反映する取組について」 

                                 

３ 出席委員   委 員 長 宮 尾   玲  副委員長 山 下 淑 子 

         委  員 小 泉   陽  委   員 加 賀 奈々恵 

         委  員 田 中 栄 志  委   員  勝 山   祥 

委  員 須 崎 悦 子 

 

４ 随行職員   議会事務局 主任 浪 江   薫 

 

５ 同行職員   子ども未来部長  小日向 哲 也 

子育て支援課長  高 橋 哲 広 

 

（調査結果報告は、別紙とする） 

 

  



別紙 

 

１ 宮城県富谷市 「子どもの意見を反映する取組について」 

 

＜富谷市の概要＞ 

富谷市は宮城県のほぼ中央に位置し、南側は仙台市、利府町、北側は黒川平野の耕地に

面して、大和町に接している。南北に国道４号や東北縦貫自動車道が通り、交通環境にも

優れ、二つのインターチェンジまで約５キロメートル圏内にある。住環境整備及び企業立

地環境の整備を進め、自立した５万人都市を目指す「のびざかりの街」である。 

元和６年（１６２０）に伊達政宗の黒印状により正式に富谷宿が発足した。江戸時代に

は奥州街道の要駅として栄え、七北田・吉岡宿の中間に置かれた宿場として栄えた。当時、

新街道沿いに新たに置かれた宿駅だったことから「富谷新町」と呼ばれた。明治２２年に

富谷村ほか１１か村が合併して新しい富谷村が誕生し、昭和３８年に富谷町へ町制施行し

た。人口は町制当時５，０９１人だったが、昭和４６年頃から団地開発が進み、平成２４

年に５万人に到達し、平成２８年１０月１０日に富谷市として市制施行した。 

特産品は、農薬不使用で高評価のブルーベリー、寛文元年（１６６１）創業の酒蔵、「と

みやはちみつ」などがある。 

人口構成は年少人口割合が県内で最も高く、高齢者人口割合が最も低い。仙台市北側の

ベッドタウンとして発展し、子どもが多く、若年人口が多い。 

「住みよさランキング」で宮城県１位、東北４位、全国８３位となった。「街の住みこ

こち＆住みたい街ランキング２０２４」では、東北における住み続けたい街４年連続１位、

街の幸福度１位、「街の住みここちランキング２０２５」の東北６年連続１位など、高評

価が続いている。 

 

人口      ５２，３８０人 （令和７年９月末日現在） 

面積      ４９.１８平方キロメートル 

一般会計予算  ２０，９２０，０００千円 （令和７年度） 

 

（１）調査事項の概要・経過・特徴等について 

富谷市では、子どもの意見を反映する取組として「富谷市子どもにやさしいまちづくり

事業（ＣＦＣＩ= Child Friendly Cities Initiative）」に取り組んでいる。 

政策面では、「富谷市総合計画後期基本計画（２０２１～２０２５）」において「子ど

もにやさしいまちづくりの推進」を明記し、「富谷市こども計画（２０２５～２０２９）」

では「こども・若者が将来の希望を持てるまち」を目標に掲げている。 

また既に平成元年１１月の国連総会で採択された子どもの権利条約を踏まえ、平成３０

年１１月に五つの柱からなる「富谷市子どもにやさしいまちづくり」の推進を宣言してい

る。 

今回の視察は、子どもの意見を反映する取組が具体的にどのように実施されているのか

等を研究するために調査をしたものである。 

 



事業会議体制としては、「子どもにやさしいまちづくり推進庁内連携会議」及び「子ど

もにやさしいまちづくり推進に関する会議」を設置し、富谷市版チェックリストの調整作

業や職員の意識醸成に取り組んでいる。 

また、富谷市は日本ユニセフ協会ＣＦＣＩ委員会より、ユニセフ日本型子どもにやさし

いまちづくり事業の実践自治体として承認されている。 

平成２９年１月に、ユニセフ子どもにやさしいまちづくり事業のＣＦＣＩ作業部会に、

富谷市が国内で初めて参加した。２年間の検証作業を経て、令和３年１２月１７日に子ど

もにやさしいまちづくり実践自治体として正式に承認された。第一期（令和３年１２月１

７日～令和６年１２月１６日）では、市内推進に加え、他自治体や海外に向けて富谷市の

取組についての発信も行った。その実績が評価され、令和６年１２月より第二期（令和６

年１２月１７日～令和９年１２月１６日）の実践自治体として承認を受けている。第二期

では全庁横断的取組に加え、市民や各関係団体への理解促進や取組拡大を図っており、そ

の実現に向けて「富谷市子どもにやさしいまちづくり事業実践行動計画（令和７～９年度）」

を策定し、展開する施策の毎年の見直しを行いながら運用している。 

 

（２）具体的対応策・取組状況について 

富谷市は、子どもの意見を反映し、子どもにやさしいまちを推進するため、幅広い取組

を展開している。まず、ＣＦＣＩに対する職員意識醸成の取組として、子どもに関わるこ

とが少ない部署も含めた市職員、市立小中学校教員及び市内児童クラブ職員を対象にＣＦ

ＣＩ職員等研修会を毎年開催している。 

また、取組を世界に発信する場として、令和６年９月２４日から２６日まで中国で開催

された「第２回東アジア・太平洋地域子どもにやさしいまち会議」に日本代表として富谷

市が参加し、市長が取組を発表した。 

 

子どもの意見反映の具体的な仕組みとしては、令和元年度から「とみやわくわく子ども

ミーティング」を開催し、小学生がテーマに沿ってグループワークを行い、まとめた意見

を直接市長へ提案している。 

また、都市計画マスタープラン策定時には、市内小学校と連携し、小学生との意見交換

を実施した。テーマを設定し、小学生が調べ、考えてまとめた研究発表を通して対話し、

意見を取り入れるとともに、将来のまちづくりに関する意識醸成を図った。 

さらに、市内五つの中学校の生徒会役員が集まり、テーマに沿って話し合いや意見を出

し合う場として「生徒会サミット」を開催した。市役所職員や企業とのワークショップを

行い、具体的な行動計画の検討を行うなど、中学生からの意見を反映した事業の見直しや

新規事業への展開を図っている。子どもたち自身による権利理解の促進としては、市内中

学校と小学校高学年で、子どもの権利条約に基づいた「学級憲章」を作り、クラス内で実

践している。その他、富谷ユネスコ協会ジュニア部・青年部として活動をしている。令和

６年１０月１２日から１３日まで東京都で開催された「こどもシンポジウムＴＥＥＮＳ 

ＳＱＵＡＲＥ」に６名の中学生・高校生が参加し、生徒会サミットや富谷ユネスコ協会の

活動などの取組成果を発表した。 

 



スポーツ分野では、スポーツレクリエーションを通じて、団員の健康づくりと互いの交

流・親睦を深めることを目的に富谷市スポーツ少年団結団式を開催した。子どもにやさし

いまちづくりの取組としてユニセフが提唱する「子どもの権利とスポーツの原則」に賛同

し、実施している指導者の署名を掲示するとともに「子どものためのスポーツ宣言」を行

った。 

 

国際理解教育と英語教育支援の一環として、「富谷市中学生海外研修派遣事業」を展開

し、台湾での海外研修を実施している。授業参加や地元中学生との交流、日系企業の工場

見学など、充実した研修を行っている。 

 

不登校支援では、多様な学びの場として東北初となる不登校特例校（文部省指定校）の

「富谷中学校西成田教室」を令和４年４月に開設した。少人数での学習環境や総合的な学

習の時間などに重点を置き、生徒たちの実態にあわせた学校生活が送れるように、地域の

方や関係者と連携しながらサポートしている。 

 

その他、「図書館を使った調べる学習コンクール」では、地域課題の解決やまちづくり

につながる作品に対して市長賞を設け、子どもの意見・提案を市政に反映する取組を進め

ている。富谷市複合図書館「ユートミヤ」では、市民の声を反映させるワークショップ「ユ

ートミヤパートナーズミーティング」を実施し、小学生や高校生が加わって多様な年齢の

市民が参加している。さらに、ユネスコ憲章に示された理念である「持続可能な開発のた

めの教育（ＥＳＤ）」に取り組み、平和や国際的な連携を実践する学校であるユネスコス

クールに、全ての市立幼稚園、小学校及び中学校が加盟している。 

 

（３）効果・課題・問題・反省点について 

ユニセフ子どもにやさしいまちづくり事業について、平成２９年１月からＣＦＣＩ作業

部会へ参加して以降、ＣＦＣＩは全庁横断的な取組を意識して推進してきた。そのような

経過の中で、令和３年１２月に正式にＣＦＣＩ実践自治体として承認されたことにより、

その意識は、より確固たるものとなり、各課での取組の推進が見られた。その成果として、

富谷市子どもにやさしいまちづくり事業実践行動計画において、目標値を上回る取組が行

われており、実施数は年々増加している。 

全庁的なＣＦＣＩの取組により、各課等において子どもの意見を聴き・活かす取組が展

開されている。子どもからの意見表明が年々活発になり、直接子どもに関わる機会の少な

い部署においても子どもとの意見交換や子どもに参加してもらう取組を積極的に行うよう

な変化が見られている。 

令和５年度の生徒会サミットで参加生徒から挙げられた意見を基に、令和６年度は市内

中学校の全クラスにおいて、子どもの権利条約を盛り込んだ「学級憲章」が作成され、令

和７年度にはさらに小学校へ広がり、子ども自身が子どもの権利を理解する契機となって

いる。 

加えて、ユニセフ第２回東アジア太平洋地域子どもにやさしいまち会議や、こどもシン

ポジウムＴＥＥＮＳ ＳＱＵＡＲＥの参加を通じ、富谷市の取組を外部に発信する機会も



増えている。 

一方で、市民のＣＦＣＩ認知度は低く、「富谷市子どもにやさしいまちづくり宣言」を

記したカードを、母子健康手帳を受け取りに来た妊婦全員に配るなどして市民への周知を

図っている。 

令和７年度は子どもたちを含めた市民の意見を反映させ、子どもの権利条例制定に向け

て取り組んでいる。 

これからも、子どもにやさしいまちの実現に向けて全庁で推進し、市全体で「子どもに

やさしいまちづくり」の視点をもつことで「子育てにやさしいまち」と「すべての人にや

さしいまち」へつなげていく。 

 

（４）まとめ（指摘事項、本市における具体的な活用方策、提案等） 

富谷市における子どもの意見を反映する取組については、行政が子どもの権利を周知し

ていくことから始まり、小中学校を中心に生徒が意見を言える環境を整え、行政が生徒と

意見交換などを実施することにより、意見を行政に反映する体制ができるようになってき

ている経緯を聴くことができた。実施に当たっては、全てを子どもの自主性に委ねるので

はなく、行政として子どもの成長にとって有益となるよう検討し、助言をしながら取り組

んでいる様子が伺えた。子どもからの意見に対しては、実施できたこと、実施できないこ

とについてはその理由を行政から子どもに対して報告することにより、子どもの成功体験、

またさらなる成長の糧となるようにしている。こうした取組は、子どもの成長を促しなが

ら行政への関心を高めることができ、これから取り組むことを検討している本市において、

参考になると思われる。 

富谷市がベッドタウンとして発展していることから、子どもが成長し、進学や就職に際

しては市外へと転出していくことはやむを得ない状況であるということも伺った。子ども

の意見を反映する取組を経験できる環境で育った子どもが、子育てになったら戻って子ど

もにも同様の体験をさせる、若しくはその体験を転出先の行政で広めていく。本市におい

て子どもの意見の反映に取り組むことで、そのような子どもが育つことを期待したい。 

 

  



２ 宮城県石巻市 「子どもの意見を反映する取組について」 

 

＜石巻市の概要＞ 

石巻市は、北上川の河口に位置し、宮城県北東部地域を代表する風光明媚な都市である。 

伊達藩の統治下には、水運交通の拠点に位置する「奥州最大の米の集積港」として、全

国的に知られた交易都市だった。 

明治時代からは、金華山沖漁場を背景に漁業のまちとして栄え、現在も、金華山沖は世

界三大漁場の一つに数えられ、かつお・いわし・さばなどの水産資源の宝庫となっている。 

また、昭和３９年に新産業都市の指定を受けてからは、石巻工業港が開港するなど、工

業都市としても発展を遂げてきた。 

さらに、平成元年に石巻専修大学が開学するとともに、三陸縦貫自動車道の石巻までの

延伸、石巻トゥモロービジネスタウン分譲開始、石巻港の整備を行い、平成１３年７月２

３日には、市が進めるマンガランド構想の中核施設となる「石ノ森萬画館」が完成した。 

平成１７年４月１日には石巻地域１市６町が合併し、新・石巻市として新たなスタート

を切った。 

しかし、平成２３年３月１１日１４時４６分、東北地方太平洋沖地震発生した。国内観

測史上最大となるマグニチュード９．０を記録した。震度６強の激しい揺れと、その後に

沿岸域全域に襲来した巨大津波は、本来市民を守るべき防潮堤を破壊し、多くの人命を奪

い、私たちの住まいや働く場、道路や港湾、漁港など多くの財産が失われた。 

死者３，１７８名、行方不明者４２２名（平成２７年５月末）にのぼる未曾有の大災害

となり、本市に深い傷跡と悲しみの記憶を残すこととなった大震災だが、震災後、国・県

をはじめ、全国の企業や自治体、ボランティアの方々などによる多くの、そして心温まる

支援により、改めて「生きる力」となるコミュニティの大切さを学び、市民が一丸となっ

た復旧・再生・発展へ向けて歩みだしている。 

 

人口      １３０，７３９人（令和７年８月末） 

面積      ５５４．５５平方キロメートル 

一般会計予算  ７６，７２０，０００千円 （令和７年度） 

 

（１）調査事項の概要・経過・特徴等について 

石巻市では平成２３年３月の東日本大震災後に「石巻子どもセンターらいつ」が設置さ

れた。設置条例において、「私たちを中心に、話し合ったり、ふれあったり、交流できる

場が必要です。それにより、大人も含めた幅広い年代の人とのつながりを大切に、絆きず

なを深めることができます。みんなが楽しめて、ゆったりできる場が必要です。それによ

り、私たちは安心して心と体を休めることができ、笑顔が増えます。私たちが運動できる

場が必要です。それにより、体を動かして楽しく遊ぶことができ、心身ともに、健康に成

長することができます。私たちが学べる場が必要です。それにより、お互いに教え合い、

考えることを好きになり、理解することの楽しさを知ることができます。私たちが自由に

社会に意見を発信できる場が必要です。それにより、自主的に活動できるようになる。さ

らに、まちの未来について考えることが地域の活性化につながり、さらに多くの人に私た



ちのまちのことを知ってもらうことができます。だから、私たち子どもが中心となって活

動する子どものための施設をつくっていきたいです。」と謳われている。こうした子ども

たちの強い思いを具体化した「らいつ」を拠点として子供の参画、子どもの活動支援や子

育て支援等が多角的に実施されている。 

そこで、子どもの意見を反映する取組について、具体的にどのように実施されているの

か等を研究するために、石巻市「こどもまんなか」宣言や、「らいつ」の取組について視

察を実施した。らいつについては、開館中に館内の利用状況も踏まえながら調査を実施し

た。 

 

（２）具体的対応策・取組状況について 

石巻市では児童虐待やいじめへの対応のため平成２１年に「石巻市子どもの権利に関す

る条例」を制定したのをはじめ、子どもの権利の保障の推進、子どもの声や意見の聴取・

発信、子どもの居場所の拡充等に取り組んでおり、取組をさらに推進していくため、令和

６年１月２１日に石巻市「こどもまんなか」宣言を行い、こども家庭庁の「こどもまんな

か応援サポーター」の仲間入りをした。 

石巻市「こどもまんなか」宣言では、子どもにとって最も良いことを第一に考え、子ど

もたちが健やかで幸せに成長できる「こどもまんなか社会」を実現することをさらに推進

するとされている。 

「石巻市こども計画（第３期石巻市こども・若者未来プラン）」策定に当たり、こども

や若者、子育てに関わる人からの意見やアイデアをもとに、こども基本法等の理念も踏ま

えて策定した。令和７年度からは新たに、こども・若者委員を募集し、ワークショップ等

を通じて直接意見を聴く取組及びこども・若者委員が企画・立案する活動の実現を目指す

取組を行う「石巻市こどもまんなか推進事業（こども等の意見反映）」を実施することと

なった。「こども・若者委員」を募集した結果、石巻市内に在住・在学の小学４年生から

６年生、中学生、高校生世代１２名と、在勤・在学の１９歳から３９歳７名の計１９名の

委員により、石巻市を「もっと良いまち」にするために、①まちづくり等について話し合

い、その声や意見を市などへ届ける取組、②こども・若者委員が企画・立案する活動を実

現する取組（こども・若者企画実現プロジェクト☆）の主に二つの取組を行っている。 

 

石巻市子どもセンター「らいつ」は「子どもの権利を柱に、子ども参加で」運営される

児童館である。東日本大震災後、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの呼び

かけにより「石巻市子どもまちづくりクラブ」が発足し、活動に参加していた子どもたち

が中心となって、石巻市子どもセンターを企画・デザインし、平成２５年１２月にセーブ・

ザ・チルドレン・ジャパンから石巻市へ寄贈された。平成２９年度までは市の直営で運営

していたが、その後は指定管理に移行し現在はＮＰＯ法人ベビースマイル石巻が指定管理

者となっている。なお、「らいつ」には「ｒｉｇｈｔｓ（権利）」と「ｌｉｇｈｔｓ（ひ

かり）」の二つの意味が込められている。 

館のコンセプトは、「石巻の活性化のために中高生が中心となってつくり、運営してい

く施設」と「みんなが過ごしやすく、子どもの想いを世間の人たちに伝えられる場所」で

ある。 



主な事業としては、子ども参加事業、子どもエンパワーメント事業、子育て支援事業、

地域連携事業、子どもの権利啓発がある。なかでも「まきトーーーク（こどもまちづくり

意見交換会）」は、自分たちが住んでいるまちがよりよいまちになるように、子どもたち

が意見やアイデアを出し合い、後日、子どもたちが直接、石巻市長に届ける取組になって

いる。 

運営については、らいつが過ごしやすくなるように、子どもたち自身がらいつの利用方

法について話し合い、提案は大人委員と子ども委員が参加する「子どもセンター運営会議

（らいつ会議）」において最終決定される。 

 

（３）効果・課題・問題・反省点について 

石巻市では、子どもの権利が当たり前のまちを目指すという理念が明確に形になってい

ると思われる。その理念に沿って、新規の取組を毎年のように実施しており、今年度から

は、こども・若者企画実現プロジェクトを実施している。 

また、石巻市【こどもまんなかのためのアクション】においては、「石巻市子どもの権

利学習テキスト」作成、「声や意見を発信する機会」、子どもや子育て世帯への支援を行

う団体との「子どもの居場所づくり懇談会」の開催なども継続実施している。 

一方で、児童館が一カ所のため、利用者の偏り、関係機関との連携、ソーシャルワーカ

ーなどの人材育成など課題が残っていることも事実だが、どれも先進的で積極的な取組を

しているからこその課題であるともいえる。 

しかし、らいつを卒業した子どもたちの中には、卒業後に運営に携わるようになる人も

いてより良い運営の基にもなっているなど、確実に「こどもまんなか」のバトンは繋がっ

ていると考えられる。 

 

（４）まとめ（指摘事項、本市における具体的な活用方策、提案等） 

石巻市の子どもの意見を反映する取組は様々な点で大変参考となるものであった。児童

館の建設や子ども計画の策定への委員としての参加は、まさしく子ども自らが意見を表明

する機会となっている。行政側も市長への提案や予算措置などのサポートを行い積極的に

子どもの意見表明を具体化する機会を設けているように感じる。例えば、児童館のプロポ

ーザルに子ども委員を加えた事例は、子ども家庭庁でも取り上げられるなど全国から注目

されている。 

本市においても、こどもまんなか社会の実現を目指し､これまで以上にこども施策を総

合的かつ一体的に推進し､切れ目のない支援を進めていくため令和７年３月に「富士見市

こども計画」が策定された。この計画の実効性をより高めるためにも、子どもの意見を反

映する取組について、関係者がそれぞれの立場から理解を深めるなど更なる施策が必要と

なろう。 


